
 

令和８年３月３０日  

品質確保対策関東協議会 

 

 

関東協議会管内農業農村整備事業 

発注者支援機関の認定（更新）について 

 

関東協議会管内農業農村整備事業に係る公共工事の品質確保に関する協議会（以下、

「品質確保対策関東協議会」という。）では、平成１８年度に発注関係事務を適切かつ公

正に行うために「関東協議会管内農業農村整備事業発注者支援機関認定制度」を創設し

ております。 

  本制度は、農業農村整備事業工事の発注に当たって、発注者支援を行う機関として品

質確保対策関東協議会が公募し認定する制度で、認定された機関が、関東協議会管内の

発注者の要請に基づき、農業農村整備事業工事の発注関係事務を適切に支援することに

より、発注者の責務を果たすことを目的としています。 

  この度、本制度に基づき公募を行い、令和８年３月３０日に下記の機関を「関東協議

会管内農業農村整備事業発注者支援機関」として認定（更新）しました。 

  今後、発注関係事務の適切かつ公正な実施のため、認定（更新）された各機関の活用

が期待されます。 

 

記 

 

【認定（更新）された関東協議会管内農業農村整備事業発注者支援機関】 

１．茨城県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者 ２４名） 

２．栃木県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者 ４６名） 

３．群馬県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者 ３４名） 

４．埼玉県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者 １９名） 

５．千葉県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者 １５名） 

６．東京都土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者  ４名） 

７．神奈川県土地改良事業団体連合会  （所属支援技術者  ５名） 

８．山梨県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者 ２２名） 

９．長野県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者 ６０名） 

10．静岡県土地改良事業団体連合会   （所属支援技術者  ８名） 

11．公益社団法人 埼玉県農林公社   （所属支援技術者  ２名） 

12．一般社団法人 地域環境資源センター（所属支援技術者 １７名） 

HP掲載用 


